東洋町電話設備設置工事仕様書
平成20年7月
東洋町
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1 概要

東洋町（本庁及び別棟庁舎１箇所）の電話設備は、平成６年に設置された機器であるが設置後14年を経過しており、電話回線の増設に対しても飽和状態にある。また、保守対応年数もはるかに過ぎており、保守物品の在庫がない状態で故障時に対応ができない。本工事は、上記の改善をはかるため既存電話設備を新電話設備へ更新することにより、電話回線数の増設等利便性の向上とネットワークの工夫により電話料金の経費削減を図るものである。改修工事にあたっては、現状を調査の上、電話構成を把握し、複雑になっている回線、配線、ＴＡ等の情報について整理をした電話サービスを提供することとする。
また、将来展望を考え、ＩＰ電話網によるサービス、庁舎内ＬＡＮ連結のサービス、無線ＬＡＮ端末等にも接続可能な仕様の電話設備とする。以下に本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても本システムとして当然備える必要がある事項については完備しているものとする。また、故障時に即座の対応ができるよう保守対応も含めた提案を行うこととする。

1.1 名称

東洋町電話設備設置工事

1.2 設置場所

高知県安芸郡東洋町生見７５８－３
1.3 納期期限

平成２０年９月３０日竣工引き渡し完了

2 装置等の仕様

2.1 装置の仕様

装置は、全デジタル電子式ボタン電話とし、交換機、電源装置、配線板（盤）及び電話機で構成されＮＴＴの回線を収容して構内電話交換設備として運用するものである。

2.2 将来展望考慮の仕様

将来展望をはかり、コストダウンになりえる「企業向けＩＰ電話サービス」「ＬＡＮ配線」にも対応可能な機器とする。（工事費等別途）

2.3 交換方式

制御方式：蓄積プログラム方式

通話路方式：時分割ＰＣＭ方式

2.4 主装置設置場所

設置場所については、東洋町役場本庁舎。
2.5 局線応答方式

マルチライン方式

2.6 ダイヤル信号条件

ＤＰ（１０ＰＰＳ・２０ＰＰＳ）/ＰＢ信号及びＩＳＤＮ（Ｐ－ＭＰ）

混在でも単独でも可。

2.7 サービス機能

· 発信機能

· 着信･応答機能

· 通話機能

· 保留・転送機能

· 表示機能

· 電話帳機能

· 発信着信履歴

· 音声メール機能

· ＩＳＤＮサービス

· データ通信機能

· ネットワーク機能

· 自動着信呼分配機能

· ＩＰ専用線機能

· ＬＡＮ配線機能

· 事業者識別番号自動付与機能

· ドアホン接続機能

· 構内放送接続機能

· 外線ＶｏＩＰ機能

· 内線ＶｏＩＰ機能

2.8 電話機の仕様

· 多機能電話機（標準･アナログ停電・ＩＳＤＮ停電）
2.8.1 基本機能

· 多機能タイプの電話機能を有すること。

· 停電用を交えること。
· 多機能電話機でマルチライン対応であること。

2.9 電源装置

停電保障時間2時間以上とする。

3 配線等の仕様

3.1 配線工事及びMDF室

3.1.1 概要

本調達で導入される電話設備主装置の機器搭載架を立架（ビルディング方式）する。なお、設置場所は、本庁内とする。また、配線については、要調査のもと双方相談の上、工事内容を決定する。コストダウンを含めた配線及びＭＤＦ室の構成を提案することとする。

3.1.2 基本の考え

· バス配線、スター配線どちらでも可能である。

· 主装置は本庁舎内にビルディング方式により設置すること。

· 搭載する機器の騒音及び発熱を考慮した構造であること。

· 耐震について考慮すること。
· 電話機については、モジュラージャック方式であること。

· ＭＤＦの配線の整理を行うこと。

· 今回の電話設備一式にかかわる配線管理をすること。

3.1.3 配線止め

次の方法により施工し容易に外れないようにすること。　　
	施工場所
	方　　法

	天井内
	天井内で整然と収納する

	天井面
	ステップル止め

	コンクリート見出し部分
	樹脂モール

	床面
	ワゴンモール又はワイヤプロテクタ等


4 一般事項

4.1 納入

4.1.1 輸送・運搬

輸送・運搬に際して、機器に損傷を与えないよう留意すること。

4.1.2 納入条件

納入に当たっては、納入内容、該当工事名が容易に確認できるよう表示を行うこと。また設置後、納める装置一式で可能な範囲での各部の動作確認、総合調整を行った上で納入すること。
4.2 提出書類

受注者は、指定期間内に表4-1の図面・書類を提出し、承認を得ること。

表4-1  製作に関する提出資料

	種　別
	範　　　囲
	部数

	工程表
	
	２部

	構成図
	組立、外形、接続、系統図、その他指定するもの
	２部

	納入機器一覧
	特に指定するものの規格、品名、数量など
	２部


4.3 工事承認

受注者は、施工前に次の事項の承認を得ること。

· 施工方法
· 工事日程
4.4 完成図書

検査終了後、本システムについて表4-2に示す日本語で記載された書類を提出すること。

表4-2  完成図書

	種　別
	部数
	備　　　考

	完成構成図
	２部
	組立、配置、外形、接続、配線、系統等

	取り扱い説明書
	２部
	


4.5 現場工事

1) 工事条件
電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）、電気通信事業法施工規則（昭和６０年郵政省令第５８号）、有線電気通信法（昭和２８年法律第９６号）、有線電気通信設備法等諸法令に準拠し施工する。
2) 工事材料

工事材料は、上記法令に適合するものであること。また、機器は技術基準適合認定品とする。

3) 工事従事者

工事に従事する要員は。十分な経験と技能を有する者とし、工事の責任体制を明確にすること。

4) 官公庁その他の手続き

工事施工にあたり、必要ならば、受注者は法令等による官公庁その他の手続きを行うこと。なお、必要な事項については、その結果を報告すること。
5) 損傷補償

工事は、すべて受注者の責任施工とし、損傷補償は次による。
· 工事施工にあたり造営物の損傷など第三者に与えた損害に対する補償は、受注者の負担とする。

· 機器材料の運搬、その他施工にあたり、造営物などに損傷を与えた箇所は東洋町総務課担当者の指示に従い速やかに原形に修復する。
· 工事において造形物の削り取り、孔あけ等を行う場合は、東洋町総務課担当者の指示に従い最小限度に加工し、原状修復をすること。
6) 工事終了後の処理

受注者は工事終了後、次の処理を行うこと。

· 受注者において行った官公庁、その他の手続きの後処理を速やかに完了し、報告する。

· 工事用設備、器具などは、工事終了と同時に速やかに現場から搬出し、その現場をもとの状態に復し、十分な清掃を行うこと。
4.6 補償
検査の結果により、機器の配置、取付け及び配線方法並びに部品定数等に変更を必要とした場合は、受注者において無償で改修すること。

輸送中に発生した損傷は、受注者において速やかに代品を納入するか無償で修理すること。

5 検査

本項は、提供システムの製作、工事に共通な検査事項について規定する。以下の検査に応じられること。

5.1 検査種別及び範囲

1) 社内検査

本システムの製作において、受注者は、その責任において、表5-1に示す社内検査を行うこととする。

表5-1  製作品の検査項目

	種　別
	範　　囲

	部品検査
	必要に応じて

	半成品検査
	製作過程に応じて（組立・配線・塗装など）

	完成品検査
	仕様書に規定する全項目


5.2 完成検査等

発注者は、完成検査を本仕様書に基づき実施するものとする。検査の細目及び日程等については、別途協議の上決定する。
6 既存電話設備一式撤去

6.1 概要

本工事で電話システムを改修することにより、不要となる電話交換機、電話機、電話配線等は撤去、廃棄する。なお、廃棄にあたり、産業廃棄物処理扱いとすること。

6.2 撤去機器等

以下に、撤去対象となる機器等は以下のとおり。

1) 電話交換機一式

2) その他の付属機器

7 償並びに保守体制

1) 特に記述のないものについては、現在運用中の機能に準じることとする。

2) 電話設備一式は、障害発生時に迅速な対応を可能とする保守体制が取れること。

3) 障害発生時には、平日の8:30～17:30の間は即座に作業に着手できる保守体制が取れること。　　　（別途、保守契約）

4) 瑕疵担保期間（以下、「保証期間」という。）は、1年とすること。

5) 保証期間については、取り扱いの過誤によらない原因で装置の故障、損傷などの不良・不備と認められる箇所を生じた場合には、受注者において、速やかに無償で修理すること。

6) 保証期間において工事の不備によって事故が生じたときは、受注者において、速やかに無償で修理すること。

7) 故障が生じたとき、故障箇所を速やかに特定するための連絡体制表を作成し、添付すること。

8 製品に関する要件

提供する製品に関しては、下記の要件を満たすこと。

1) 特に記述のないものについては、現在運用中の機能に準じることとする。

2) 製品に使用する部品について、JIS規格が定められているものは、原則としてJIS規格に準拠した部品を用いること。

3) 製品は可能な限り低消費電力化を図ること。

9 担当者（職員）に対する支援体制

実用的かつ分かりやすいマニュアル等が提供可能であること。また、納入後、担当者（職員）に対して取り扱い方法に関する教育を行うこと。また、保証期間内においては、機器の設定変更や接続等に関する技術的な相談に速やかに応じられる体制が準備されていること。

10 取り扱い説明書

取り扱い説明書は原則として日本語のものとし、提出すること。

11 現在の電話設備構成

1) 電話設備構成は、防災無線（地上系、衛星系）、アナログ回線（7回線）

2) 現状設備の主装置は本庁舎１F
3) 卓上型電話機49台の構成となっている。
12 企画提案書提出についての留意事項

本工事を施工するにあたっては本仕様書の要件に対する企画提案書及び見積書を提出すること。企画提案書が要求要件を満たすかどうかは別途、協議による。特に、下記の事項に十分留意すること。

1) 特に記述のないものについては、現在運用中の機能に準じることとする。

2) ネットワーク回線のコストダウンの考えが盛り込まれていること。

3) 将来構想で利便さコストダウンをもとめた企画（案）を提出すること。

4) 保守体制の内容も提出すること。

5) この仕様書を満たしていること。
6) ネットワークで将来コストダウンになりうるグループ連携を考慮すること
7) 南海大地震など、将来起こりうる災害時の対応を提案すること
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